
公共施設使用料の見直しについて 

〇見直しの基本的な考え方 

今後、施設を維持・更新していくためには、運営費の縮減や利用者の増加を図りながら、運営費に対する使用料収入の割合を高める必要がある。 

使用料の設定について 

使用料は、施設の公的必要性や収益可能性の度合いを基準にし（右図）、近隣の類似施設との比較や指定管理者等との協議を踏まえて設定する。 

子供・障がい者への配慮について 

子供料金・障がい者料金は、基本的に据え置きとする。（市外利用者の一部を除く） 

指定管理料について 

令和２年度に限り、使用料見直しによる影響が指定管理者の負担とならないよう措置する。（指定管理料の据え置き等） 

有料化について 

公民館や学校体育館等の有料化については、令和３年度からの実施を目指す。 

 

〇使用料見直し（案）と効果額（見込み） 
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総合体育館 3,094 11% 50% 15% 593 0 個人利用 100 150 【黒部（宇奈月体育センター）】  100 【滑川（総合体育センター） 】  220 

室内温水プール 3,127 15% 75% 21% 590 1,180 個人利用 210 250 【黒部（温水プール）    】  300 【滑川（温水プール）    】  420 

吉田グラウンド 37 4% 50% 6% 10 21 個人利用 30 150 【黒部（宮野運動公園）   】  無料 【滑川（スポーツ健康の森） 】  無料 

ありそドーム 39,615 33% 50% 43% 5,953 11,906 

アリーナ （個人利用） 210 300 【黒部（総合体育センター） 】  200 【滑川（総合体育センター） 】  220 

ランニング 100 150 【黒部（総合体育センター） 】  無料 【滑川（総合体育センター） 】  無料 

トレーニングルーム 420 500 【黒部（総合体育センター） 】  300 【滑川（総合体育センター） 】  220 

桃山運動公園 7,073 10% 50% 13% 1,078 2,157 
競技場  （個人練習） 100 200 【富山（五福公園陸上競技場）】   140 【高岡（城光寺陸上競技場） 】   200 

テニスコート（１時間） 420 600 【黒部（宮野運動公園）   】  300 【滑川（下梅沢）】630休日/1h平日/2h 

天神山野球場 229 5% 50% 14% 233 467 全面    （４時間） 440 1,600 【黒部（宮野運動公園）   】 1,600 【滑川（堀江・有金野球場） 】 1,650 

新川文化ホール 12,730 19% 50% 23% 1,476 2,953 
展示ホール （１日） 65,000 70,300 【富山（県民会館）     】65,400 

会議室   （１日） 5,600 6,700 【富山（県民会館）     】 9,400  【高岡（文化ホール）    】12,500 

新川学びの森 

天神山交流館 
11,342 18% 50% 28% 2,793 0 

小練習室  （３時間） 630 900 【富山（芸術創造センター） 】  600 

体育室   （１日） 5,870 9,400 【黒部（あこやーの）    】 4,400 【富山（芸術創造センター） 】14,200 

宿泊棟 1,050 1,900 【黒部（あこやーの）    】 2,360 

埋没林博物館 15,876 20% 25% 26% 4,351 4,351 入館料 530 640 【滑川（ほたるいかミュージアム）】800（シーズンオフは 600） 

水族博物館 71,237 38% 50% 50% 21,367 21,367 入館料 760 1,000 【岐阜（アクア・トトぎふ） 】 1,500 【山形県鶴岡市（加茂水族館）】 1,000 

その他 40,015    2,903 5,031         

計 204,375 （※減価償却費抜きの場合） 41,347 49,433         

子供料金・障がい者料金の据え置きや指定管理者等の意見を踏まえた使用料の設定により、利用者の負担増の抑制を図る。 

一方で、財政健全化計画の目標効果額（62百万円）との差額については、ふるさと納税やその他増収対策の一部を活用することで達成する見込み。 

 

〇スケジュール 

・12月議会にて議案提出。議決後、各施設・市ホームページ・市広報等で周知開始。 

・令和２年４月１日施行予定。 

資料 No.２ 


